
補助金の申請受付について 

■受付場所■ 

  余市町役場 1階 建設水道部 まちづくり計画課 

 

■受付開始日■  

令和 5 年(2023年)４月３日（月）から（土曜・日曜・祝日は除きます） 

 

■受付時間■ 

  午前 8 時 45 分 から 午後 5 時 15 分 まで 

 

■よくある質問■ 

Q１. 親族の土地などを譲ってもらって住宅を建てる場合は補助対象になりますか？ 

 

A1. 補助対象にはなりません。本制度の補助対象となるのは、土地を売買によって取得した場合 

のみです。 

同じ理由で、元から持っていた土地に家を建てる場合も補助対象にはなりません。 

なお、購入相手が親族であっても、売買によって土地を取得した場合は補助対象となります。 

 

Q2. 計画申込みをした後に子どもが生まれましたが、子育て世帯として扱われますか？ 

 

A2. 交付申請を行った日の時点での世帯構成を基準とするので、子育て世帯扱いとなります。 

逆に交付申請日以降に子どもが生まれた場合は、子育て世帯としては扱われません。 

 

Q3. 町内で賃貸住宅などに一度入居してから住宅を建てる場合でも転入者として扱われますか？ 

 

A3. 令和４年（２０２２年）4 月 1 日以降に町外から余市町内に住所を移していれば、賃貸住宅など 

に入居していても転入者として扱われます。 

 

Q4. 家族が住む家を建てましたが、単身赴任中で自分はまだ住めません。補助対象になりますか？ 

 

A4. 補助対象住宅に申請者自身が住むことができない場合でも、入院や転勤、単身赴任などのやむを 

得ない事情による場合は補助対象となる場合があります。事前に判断が必要なため、お早めに役 

場までご相談ください。 

 

 

ご不明な点は、下記の問合せ先までご連絡ください。 

また、町ＨＰにも概要を掲載しています。 

（申請書類のダウンロードもできます。） 

 

【問合せ先】 

    まちづくり計画課  まちづくり建築グループ  

☎ 0135－21－2124（直通） 

 

住宅支援制度のお知らせ 

住宅取得等支援補助金について 

■制度の概要■ 

本町が指定する区域内（用途地域内）に、令和４(2022)年４月１日以降に、土地を売買により購入した

方で、土地購入年度を含め３年度以内に住宅を完成させ居住する予定のある方、中古住宅を購入し居住す

る予定のある方に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。 

 

◎指定する区域・・・・余市都市計画区域の用途地域内（３ページの区域図をご覧ください。） 

◎対象となる住宅・・・「建築基準法」その他関係法令に違反がない新築住宅、建売住宅および中古住宅 

◎転入者   ・・・・令和４年（2022 年）4 月 1 日以降に本町に転入し、転入日前１年間において

町内に住所を有していなかった方 

◎町内在住者 ・・・・上記の「転入者」に該当しない方 

◎子育て世帯 ・・・・補助金交付申請日の時点で、補助対象となる方が高校生以下の子を扶養してお

り、かつ同居している世帯 

◎町内施工業者・・・・町内に本支店を有する業者および町内に住所を有する個人事業者 

◎補助金額 

（１）転入者が新築住宅を建築又は建売住宅を購入する場合 

まほろば地区を除く 

用途地域内 
子育て世帯 

町内施工業者に 

よる建築工事 
合計 

転入者基本額 

30万円 

土地購入価格の 10％ 

（上限 20万円）を加算 

子供１人は 25万円を加算 

子供２人以上は 50万円を加算 
50万円を加算 

最大 

150万円 

 

まほろば地区 子育て世帯 
町内施工業者に 

よる建築工事 
合計 

転入者基本額 

50万円 

土地購入価格の 10％ 

（上限 50万円）を加算 

子供１人は 25万円を加算 

子供２人以上は 50万円を加算 
50万円を加算 

最大 

200万円 

 

（２）転入者が中古住宅を購入する場合 

まほろば地区を除く 

用途地域内 
子育て世帯かつ町内施工業者による改修工事を行う 合計 

転入者基本額 30万円 
中古住宅の改修工事に要する費用が50万円以上(消費税除く)である改

修工事に限り、改修費の 20％で上限 40万円を加算 

最大 

70万円 

 

まほろば地区 子育て世帯かつ町内施工業者による改修工事を行う 合計 

転入者基本額 50万円 
中古住宅の改修工事に要する費用が 50万円以上(消費税除く)である改

修工事に限り、改修費の 20％で上限 40万円を加算 

最大 

90万円 

 

（３）町内在住者が新築住宅を建築または建売住宅を購入する場合 

まほろば地区 子育て世帯 町内施工業者による建築工事 合計 

土地購入価格の 10％ 

（上限 30万円） 

子供 1人は 10万円を加算 

子供 2人以上は 20万円を加算 
50万円を加算 

最大 

100万円 

～本町への移住・定住を目的に土地・住宅の取得をお考えのみなさまへ～ 
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※この制度は令和４年度から令和６年度の３か年計画 

で実施しており、令和５年度は２年目となります。 
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右の２次元コードを

スマートフォンで読

み込むと、 

町ホームページの

「住宅支援制度」の

ページが開きます。 



■補助対象となる方■ 

補助対象者 
指定する区域 新築住宅 

または 
建売住宅 

中古住宅 
(改修工事含む) 

子育て世帯 
町  内 
施工業者 まほろば地区を 

除く用途地域内 
まほろば地区 

転入者 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

町内在住者 × ○ ○ × ○ ○ 

 

本制度の対象となる方は以下の①から④のいずれかの要件を満たし、さらに⑤から⑨のすべての

要件を満たす方です。 

①令和 4年（2022年）４月１日から令和 7年（2025年）３月３１日までに、指定する区域において売買

により土地を購入し、３年度以内（土地を購入した年度を初年度とする）に新築住宅を建築する方 

②令和 4年（2022年）４月１日から令和 7年（2025年）３月３１日までに、指定する区域において売

買により土地と建売住宅を同時に購入する方 

③令和 4年（2022年）４月１日から令和 7年（2025年）３月３１日までに、指定する区域において売

買により土地と中古住宅を同時に購入する転入者の方 

④令和 4年（2022年）４月１日から令和 7年（2025年）３月３１日までに、指定する区域において売

買により土地と中古住宅を同時に購入し、さらに当該住宅の改修工事を行い、この制度による計画申

込み日から１年以内に当該工事を完了する転入者の方（改修費用の加算は子育て世帯かつ町内業者施

工に限ります） 

※上記①～④は、土地の所有権移転登記の受付日をもって土地の購入日とします。 

⑤購入する土地に対して補助を受けていない方 

※国土交通省で実施している「こどもエコすまい支援事業」等との併用は可能です。 

⑥「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に規定する暴力団員でない方 

⑦補助金交付申請時に補助対象住宅の所在地に住所を有し、すでに居住している方（転勤・単身赴任・

入院などの理由により新築・購入した住宅に住所を移せない、または住むことができないという方は

事前にご相談ください。） 

⑧補助金交付申請時に町税を滞納していない方 

⑨補助対象住宅に引き続き 5年以上居住することを誓約する方 

 

■計画申込み■（事前申込み＝補助金の交付申請をするための事前の申込みです。） 

申込み開始日・・・・ 令和５年(2023年)４月３日（月）から（土・日・祝日は除く） 

本制度の利用をご希望の方は、申込書に必要事項を記入し、関係書類を添えてまちづくり計画課ま

で提出してください。 

ご注意ください：中古住宅の改修工事を行う方は、工事前の写真等が必要になりますので、 

必ず工事開始前にご相談をお願いします。 
 

■補助金交付申請■  

計画申込み（事前申込み）をされた方が、補助金の交付を受けるための申請手続きです。 

計画申込み後、補助対象住宅の購入、工事が完了し、補助対象住宅の所在地に住所を有し居住された方

は、速やかに申請書に必要事項を記入し、関係書類を添えてまちづくり計画課まで提出してください。 

※計画申込みと補助金交付申請に必要な書類は、まちづくり計画課にあります。また、町 HPからも

ダウンロードできます。 

   （URL http://www.town.yoichi.hokkaido.jp/sangyou/izyuu-hp/jyutakushien/） 

■まとめ■ 

この制度は「①計画申込み（事前申込み）」と「②補助金交付申請」の２段階の手続きが必要とな

りますので、補助金の交付を希望される方は 

 

                                        の手続きを 

                                  してください。 

 

住宅取得等支援補助金対象区域図 

① 外側の線の内側が「町が指定する区域」で、その中にある斜線のエリアが「まほろば地区」です。 

 ② 図面は目安ですので、詳細は町ＨＰ内の用途地域図をご確認いただくか、「まちづくり計画課」へお問合せください。

問合せ： まちづくり計画課 ☎：0135 ｰ 21-2124（直通） ／ 町ＨＰ内で： 「用途地域図」で検索 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■まほろば地区について■ 

まほろば地区とは、黒川町 17丁目、18丁目、19丁目、20丁目の地区の一部において行なわれた「土

地区画整理事業」により生まれた、新興住宅街です。区画整理によって、地区内には幅広の道路の他、

大小の公園、上下水道などのライフラインが整備されています。 
 

地区内には病院施設、老人ホーム等の福祉施設が存在しており、また地区から約 1.5ｋｍの位置には、複

数の大規模商業施設が展開していることに加え、2018年 12月に地区から約１.３kmの位置に高速道路

後志自動車道の余市 ICが開通したことで、余市町の中でも特に生活利便性に優れた立地となっています。 
 

まほろば地区内の土地や地区周辺の環境などについて、詳しい情報が知りたい方は、町が出資している

第３セクターである「㈱まほろば宅地管理公社」までお問合せください。 

（☎ 0135－21－4455）（公社ホームページ http://yoichi-kukaku.or.jp） 

①土地を購入し所有権移転登記をしたら   ⇒「計画申込み（事前申込み）」 

②補助対象住宅の所在地に住民票を移したら ⇒「補助金交付申請」 

この線の内側が 

「町が指定する区域」

になります。 
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後志自動車道余市 IC 

この斜線のエリアが 

「まほろば地区」 

になります。 
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http://www.town.yoichi.hokkaido.jp/sangyou/izyuu-hp/jyutakushien/

